
 
 
 

 はじめに 

 「令和８・９年度 物品購入、修繕及び役務の提供等業務競争入札等参加資格審査申請手続きの概要」を 

 よくご確認いただき、必要資料を揃えたうえで、申請を行ってください。 

 

１ 電子申請の流れ 

 

                        

 

                      三次市ホームページで電子申請システムを開いてください。  

                       

                      申請にはメールアドレスの登録が必要です。 

                      メールアドレスの登録をお願いします。 

 

                      届いたメールに記載のＵＲＬにアクセスしてください。 

 

                      必要事項の入力、必要書類の添付をしてください。 

 

                      申請を一時中断する場合等、入力中のデータを保存すること 

                      ができます。 

 

 

 

                      申請後、受付を通知するメールが送信されますので、 

                      届いているか確認してください。 

 

 

 

 

                      申請内容に不備があった場合、修正の連絡をします。 

                      受付期間内に修正し、再度申請をしてください。 

 

 

 

 

 

 

                      申請内容に不備がなければ、受理通知メールが送信されます。 

                      これ以降は、申請内容の訂正・変更はできません。 

 令和８・９年度 物品購入、修繕及び役務の提供等業務競争入札等参加資格審査申請 

電子申請システムについて 

添付資料等の事前準備 

電子申請ページで検索・申込 

メールアドレスの登録 

申請画面へアクセス 

申請事項入力・資料添付 

申請内容の確認 

申請 

受付通知メールの受信 

申請受理 

修正の連絡 

修正 

申請内容・書類確認 

修正確認 

★不備なし ★不備あり 

★不備なし 

★申請期間前 

★申請期間後 
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２ 申請手順 

 

（１）添付資料について 

○様式第５号「市税等納税調査承諾書」※市内業者のみ 

  市ホームページ「令和８・９年度入札参加資格申請（物品購入・修繕および役務の提供等業務）」ページ内に

様式が掲載されています。（https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/3/19622.html） 

  承諾書に記入・押印をし、電子データ化（ＰＤＦ形式）してください。 

   ○その他の添付資料 

    電子データ化（ＰＤＦ形式）してください。 

    ※ＰＤＦ形式にできないものは、写真（ＪＰＥＧ、ＰＮＧ等）にしてください。 

 

 （２）電子申請ページについて 
   ①申請期間になったら市ホームページ（https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/）から「三次市電子申請

システム」にアクセスしてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三次市ＨＰを開き、画面を下にスクロール

していくと電子申請システムがあります。 
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   ②検索・申込をする 

    ア 「キーワードで探す」に「競争入札等参加資格」等キーワードを入力して、検索をしてください。 

 

    イ 検索結果の手続き一覧から「令和８・９年度 三次市物品購入、修繕及び役務の提供等業務 競争

入札等参加資格審査申請」をクリックしてください。 

   

    ウ 利用者管理のページが開きますので、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックします。 

オンライン申請手続きをクリックしてください。 

利用者登録なしで申請が可能なため、事前に利用者

登録をする必要はありません。（すでに利用者登録し

ている場合は、利用者ＩＤ及びパスワードを入力し

てログインができます。） 

注）申請期間前に検索しても出てきませんので、

申請期間後に手続きを開始してください。 
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    エ 利用規約に同意されましたら「同意する」をクリックしてください。 

 

   ③メールアドレスを登録する 

 

 

   ④申請画面へアクセス 

    入力したメールアドレスにメールが届いたら記載のＵＲＬをクリックし、電子申請画面を表示してくだ

さい。 

    ※ＵＲＬの有効時間は２４時間ですのでご注意ください。２４時間経過すると有効期限が切れるため、

お手数ですが再度手続き申込をしてください。 

 

   ⑤申請事項入力・資料添付 

    ア 申請画面に従って、申請事項を入力してください。 

      各項目の入力上の注意事項は「３ 申請内容の入力について」をご確認ください。 

 

    イ 資料添付欄には、電子化した各資料データを添付してください。 

      ※各資料につき１個の電子データしか添付できません。１つの資料に対して２個以上の電子データ

がある場合は、１つのＰＤＦデータにまとめるか、ｚｉｐファイルにまとめて添付してください。 

      ※資料の電子化が困難な場合は、資料のみ郵送することも可能です。その場合は、「郵送などで提出

する」を選択してください。 
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    ⑥申請内容の確認 

     入力、資料の添付が終わりましたら申請画面下部にある「確認へ進む」をクリックしてください。 

     不備や入力漏れがある場合はエラーがでますので、修正等をお願いします。解消されますと次の画面

に進むことができます。 

 

    ⑦申込 

     内容確認後、問題なければ「申込む」をクリックし、申込を完了させてください。 
 
    ⑧受付通知メールの受信 
     申請が到達したことをお知らせするメールがシステムから自動配信されます。 
     受付通知メールに電子申請の「整理番号」、「パスワード」が記載されています。これらは、申請状況

の確認や市からの修正指示により修正する際に必要となりますので、紛失しないように大切に保管し

てください。 
 
    ⑨申請受理 
     市が申請内容を確認し、不備がなければ申請を受理します。申請書を受理した際、受理通知メールが

送信されますのでご確認ください。受理した申請をもとに資格審査を行います。なお、審査結果につ

いては個別に通知しませんので、令和８年４月以降三次市ホームページでの名簿の確認をお願いいた

します。 
 
    ⑩不備があった場合 
     申請内容に不備があった場合は、連絡しますので、不備内容を確認し、修正を行ってください。 
     申請内容を修正するには、⑧で送付された受付通知メールに記載されているＵＲＬまたは市ホームペ

ージから電子申請システムにアクセスし、申込内容照会を行い、整理番号とパスワードを入力し、「照

会する」をクリックし、申込内容照会の下部にある「修正する」をクリックしてください。 

 

３ 申請内容の入力について 

 ◎本店情報 

 （１）「市内業者・市外業者の選択」 

    市内業者か市外業者か選択をしてください。 

（２)「商号又は名称フリガナ」 

    フリガナは全角カタカナで入力してください。株式会社等法人を表す文字はフリガナ不要です。 

 （３）「商号又は名称」 

    本店の商号又は名称を入力してください。 
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     株式会社等の法人を表す文字は（株）のように省略して全角で入力してください。 

      例）株式会社〇〇→（株）〇〇 

  （４）「代表者職名」 

     代表者の役職名を入力してください。個人業者で役職がない場合等は入力不要です。 

  （５）「代表者氏名」 

     代表者の氏名を入力してください。氏と名の間に全角スペースを入れてください。 

  （６）「郵便番号」、「住所」 

     郵便番号はハイフン（-）を入れず入力してください。 

     入力後、住所検索をクリックすると住所欄に住所が表示されます。表示された住所に続けて番地・建

物名等を入力してください。 

     ※法人で、登記上の所在地と実際の所在地が異なる場合は、実際の本店所在地を入力してください。 

      個人で、住所と店舗住所が異なる場合は、店舗住所を入力してください。 

  （７）「電話番号」、「ＦＡＸ番号」 

     本社の電話番号、ＦＡＸ番号を半角で入力してください。 

     市外局番と市内局番はハイフン（-）で結んでください。 

      例）0123456789→012-345-6789 

  （８）「メールアドレス」 

     メールアドレスを入力してください。 

  （９）「登記上の郵便番号」、「登記上の住所」、「登記上の所在地と異なる事由」 

     法人で登記上の所在地と実際の所在地が異なる場合のみ、登記上の所在地を入力してください。 

     その場合、異なる事由も入力してください。 

  

  ◎委任先情報 

  （１）「委任先」 

     該当する方を選択してください。 

支店・営業所等に下記【委任事項】の権限を委任する場合は「あり」を選択し、必要事項を入力して

ください。「なし」の場合は委任先情報の入力画面は出てきません。 

      【委任事項】 

       １．見積及び入札に関する事項 

       ２．契約締結に関する事項 

       ３．契約金及び保証金の請求及び受領に関する事項 

       ４．復代理人の選任に関する事項 

       ５．その他の契約に関する一切の事項 

    

（２）「委任先名称」 

   会社名等は省略し、支店名・営業所名のみ入力してください。 

   （３）「代表者職名」 

      支店・営業所等の代表者の職名を入力してください。 

       例）支店長、所長 等 

   （４）「代表者氏名」 

      支店・営業所等の代表者の氏名を入力してください。氏と名の間に全角スペースを入力してくださ

い。 
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（５）「郵便番号」、「住所」 

      支店・営業所等の所在地を入力してください。 

郵便番号はハイフン（-）を入れず入力してください。 

      入力後、住所検索をクリックすると住所欄に住所が表示されます。表示された住所に続けて番地・

建物名等を入力してください。 

   （６）「電話番号」、「ＦＡＸ番号」 

      支店・営業所等の電話番号、ＦＡＸ番号を半角で入力してください。 

      市外局番と市内局番はハイフン（-）で結んでください。 

       例）0123456789→012-345-6789 

   （７）「メールアドレス」 

      支店・営業所等のメールアドレスを入力してください。 

    

  ◎担当者情報 

   申請内容についての問い合わせに対応可能な担当の方の情報を入力してください。 

   （１）「担当者フリガナ」 

      全角カタカナで入力してください。 

      氏と名の間に全角スペースを入れてください。 

   （２）「担当者名」 

      氏と名の間に全角スペースを入れてください。 

   （３）「担当部署名」 

      担当の方の所属する部署があれば入力してください。 

   （４）「電話番号」 

      担当の方と連絡を取ることができる電話番号を半角で入力してください。 

      市外局番と市内局番はハイフン（-）で結んでください。 

 

  ◎契約実績 

   三次市を発注者とするものに限らず、完了済みの実績を最大１０件まで記入してください。 

   ※必ず１件は記入するようにしてください。 

   ※記入する実施期間は問いません。 

   ※実際に契約書を取り交わさないものも含め、広く取引の実績を記入してください。 

（１）「契約先」 

   相手方は三次市に限りません。公共機関、民間、個人等すべてを対象としてください。 

（２）「件名・品名等」 

   取引の内容（物品名・業務名等）を入力してください。 

（３）「契約金額」 

   取引の金額（契約額・物品の販売額等）を入力してください。 

（４）「契約年月日（始）」 

   契約日・取引開始日・販売日等入力してください。 

（５）「契約年月日（終）」 

   完了日・取引終了日・納入日等入力してください。 

      ※物品の販売等でその日のうちに売買が終了する場合の契約年月日（終）は契約年月日（始）と同

日を入力してください。 
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  ◎希望業種 

   （１）「取引を希望する業種」 

      各業種の取引の希望の有無を選択してください。 

   （２）「希望する品目とその詳細」 

      （１）で「希望する」を選択した場合、その業種の品目がいくつか表示されます。希望する品目で

「希望する」を選び、品目の詳細があれば入力してください。 

   

  ◎添付資料 

   添付資料は原則すべてＰＤＦ形式で提出してください。ＰＤＦ化が困難な場合は、写真（ＪＰＥＧ、 

ＰＮＧ等）でも添付できます。 

資料の電子データ化が難しい場合や資料がうまく添付できない場合は、資料のみ書面で提出することも 

   可能です。この場合は、申請画面で「郵送などで提出する」を選択してください。 

   添付しきれない資料やその他の資料があれば「添付資料（その他の資料）」で添付をしてください。 

   ファイル名には商号と資料名を入れてください。 

     例）㈱〇〇 登記簿謄本 

 

４ 申請状況の確認について 

  電子申請により申請を行った場合、申請の処理状況を確認することができます。 

  ※下記（１）か（２）どちらかの方法で表示できます。 

   （１）市ホームページから確認 

     ①市ホームページ（https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/）から「三次市電子申請システム」に 

アクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三次市ＨＰを開き、画面を下

にスクロールしていくと電子

申請システムがあります。 
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     ②受付通知メールに記載されている整理番号とパスワードを入力し、「照会する」をクリックしてく

ださい。 

 

     ③「処理状況」で現在の状況を確認することができます。 

      「処理待ち」：申請者は申込が完了し、市が未処理の状態 ※内容変更、取下げが可能です。 

      「完了」  ：申請が受理された状態 ※内容変更、取下げはできません。 

      「取下げ」 ：申請者が取り下げた状態 

      「返却中」 ：申込完了後、不備等で申請者に返却し、修正指示を出している状態 

      「不受理」 ：申込は完了したが、市により不受理とした状態 

             ※二重申請や、期限内に不備等の修正が行われなかった場合等です。 

 

     ④修正がある場合や申請を取り下げる場合は、申込内容照会の下部にある「修正する」、「取り下げる」

をクリックしてください。 

 

   （２）受付通知メールに記載の申込内容照会リンクからアクセス 

      申請状況の確認、修正、申請の取り下げは（１）③④と同様です。 

 

５ 申請データの一時保存について 

  申請を一時中断する場合等、入力中のデータを一時保存することができます。 

   （１）入力内容の保存 

①申請画面下部の「入力中のデータを保存する」をクリックしてください。 
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     ②ファイルがダウンロードされるので、保存してください。 

      ※ダウンロードされたファイルは、開くと文字化けしたような画面が出てきますが、コンピュータ

ーが読み込むためのファイルなので、問題ありません。 

   （２）保存データの読み込み 

     ①再開する時は、申請画面下部の「入力中のデータを保存する」をクリックしてください。 

      ※「利用者登録をせずに申し込む」を行った場合は、申込から２４時間経つと申請画面の有効期限

が切れるため、「２ 申請手順（２）」のとおり再度手続き申込をしてください。その場合でも、

保存したデータを使用して内容復元をすることは可能です。 

 

      ②ファイルの選択をクリックし、（１）②で保存したファイルを添付してください。 

 

 

      ③ファイルが添付できていれば、「確認へ進む」をクリックしてください。 

 

      ④「読込む」をクリックしてください。 
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      ⑤以下のような画面が表示されれば、読み込みが完了していますので「入力へ戻る」をクリックし

てください。 

 

      ⑥入力内容が復元していることを確認してください。なお、システムの仕様上、添付資料について

は復元できませんので、お手数ですが再度各資料データの添付をお願いします。 

 

６ 電子申請システムの申請入力例 

  ※実際の申請画面とレイアウトが異なる場合があります。 
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すでに任意の様式で契約実績を作成している

場合は、１件だけシステム上に記入していただ

き、添付資料の最後にある「その他資料」に残

りの実績を添付していただくことも可能です。 
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「法人」、「個人事業主」いずれかを選択

してください。 

「法人」を選択したら登記事項証明書を添

付する項目が表示されます。 
※個人事業主の場合は表示されません。 
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三次市税の納税義務の「有」、「無」を

選択してください。 

「有」を選択したら滞納がないことの証明書

を添付する項目が表示されます。 
※「無」の場合は表示されません。 

添付する資格証明書の「有」、「無」を

選択してください。 

「有」を選択したら資格証明書を添付する

項目が表示されます。 
※「無」の場合は表示されません。 
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特約店、代理店証明書の「有」、「無」

を選択してください。 

「有」を選択したら証明書を添付する項目

が表示されます。 
※「無」の場合は表示されません。 
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基本情報で「市内業者」を選択したら表示

されます。 
※「市外業者」の場合は表示されません。 


